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今、建築業界では何がおこっているのか？

姉歯耐震偽装事件対策の一貫として、去る６月２日建築基準法が改正されました。

　改正を期に確認申請の手続きや現場が大混乱におちいっています。施行から４ヶ月たった現在もその混乱は収まっていません。

　８月は前年度と比較して住宅着工戸数で40％程度にまで激減し、首都圏マンション着工数においては実に90％もの減少という、大規模な経済的な事件にまで発展しています。

建設業界の市場規模は、日本のＧＤＰの10％程をも担っており、就労人口も600万人を超える規模の業界です。そのセクターで市場規模が一気に半減以上ということは、米国で問題になっているサブプライムローン問題の比ではないマイナスのインパクトです。

このままでいくと年末にかけて建設関連事業の大量倒産、建設関連従事者の大量失業、ひいては日本経済において大幅ななネガティブインパクトにより景気後退も必至という状況なのです。

　厳格化の名のもとに法律は改正されたはずですが、姉歯事件のような悪意の偽装の再発防止は事実上不可能であり、また悪意のある偽造は犯罪の領域で裁かれるべきものです。

実際に改正後の制度下においても偽装事件の発覚は続いています。こうなってくると厳格化改正法によって最終的に被害をこうむるのは、手続きの複雑化による計画の遅延と手続き手数料を余計に支払うという意味で厳格後の費用負担、金利分の増大などという間接的な金融負担だけが建築主、消費者側に重くのしかかるだけになります。結果、建築主の財産の保護という建築基準法の目的を基準法そのものが脅かすおそれがあるという皮肉な状態になっています。

混乱の原因はなにか？

　混乱の原因のひとつは、あいつぐ偽装発覚の事態によって急場しのぎでつくった改正法を法の読み方や規準も定まらぬまま、強引に国土交通省が施行してしまったことにつきるでしょう。

　もっとも基本になるはずの構造の技術基準が発表されたのが法の施行後二ヶ月たってからというおそまつな対応が尾を引いて、改正から４ヶ月経過した現在も日々、国土交通省をはじめ国土交通省の外郭団体から法の解釈や解説がだらだらたれ流され続け、しかもそれらが朝令暮改に変更修正がくりかえされて、基準自体が一向に定まらないでいます。

未だに手続きをおこなうはずの審査機関ですら何が正しく何が間違っているのかわからないという状態が続いています。ひどい場合には審査機関中の数日の間に解釈が変更されて、審査物件が審査中に不適外になったり適応物になったりで、機能マヒの状況なのです。

また、高度な技能を要求される提出書類や技術検討書類に対し、手続き後、一切の変更や書類差し替えを認めないとしたことも、審査の停滞を招いています。

法律の何が厳格化したのか？

　厳格化とひとことにいわれていますが、実際のその内容は提出書類の書式と難易度の高い建築物における審査手続きの制度が変わっただけであり、構造強度基準、耐震基準事態の技術的内容は改正前とほとんど変わっていないというのが実情です。

実際に厳格化したのは、審査の運用基準の方だけであり、指針といわれるチェックリストへの対応、や、概要書といわれる提出物への対応を求めらています、そして一番の問題点は構造計算の査定を迅速化する目的で導入される大臣認定プログラムが未だにリリースされていないということです。

　審査の運用を硬直化してしまう要因のひとつに、提出書類が審査基準に反した場合の罰則があらたに設けられたため、審査機関も慎重になって迅速に審査を進められず、審査機関がなかなか審査をおろさないのは、誤った判断や単純なヒューマンエラーを起した場合にでも、業務停止や資格剥奪の可能性があるからです。改正前でもこのような間違いや誤った判断は存在しましたが、それらは設計者との面談や工事現場における検査の繰り返しなどで、発見是正される人的チェック機構は存在していました。しかし悪意のある偽装、詐欺行為について事前に発見する困難さは、改正後もかわらないでしょうし、そもそもあらゆるジャンルの業界においても人為的な詐称は厳罰をもって臨む以外に防止の方策はないでしょう。結果的に、関係者の間でも、今回の厳格化の真の狙いは、審査する側と審査される双方を書類提出後にいたるまで厳密に縛り、確認期間を指定する立場の行政側の監理責任を問われないようにすることではないかという邪推さえ生じています。

耐震偽装防止は可能なのか？

　今回の改正によって設計時の偽装はある程度防げると思いたいですが、現場での反応や評価はまったく違うというのが実情です。建設現場では様々で複雑な工程が同時進行で進み、多くの建設労働者や関連業者が関わっています。そのすべてを偽装の疑いの目で管理しつ尽くことは不可能に近いでしょう。むしろ過去、現在、未来においてそうですが、建設生産物は長期的使用が前提であり、完成後もメンテナンスなど工事に関わった業者が長期的にクライアントとかかわり続けるのが一般的ですから、何か詐欺的行為や詐称的な行為をおこなったとしてもメリットはないのです。こういった偽装行為によって利益を期待する立場の主体は、生産行為と販売主体を切り離し、最終消費者である施主を生産現場から切り離すことで、原価と販売間での金銭的な情報の非対称性を狙うブローカー的な主体がリードする可能性が大です。そのため、違反時の罰則規定や完成後の補償制度を整備したならば設計技術者や工事現場従事者が自らリスクを背負ってまでそのような違反的行為、偽装や詐称などに手を染める可能性は元々ないのです。むしろ、あらかじめ建設物を商品化し販売価格と原価率との利ざやを狙ったブローカーに対する抑止的効果がないかぎり、彼らには偽装に対するインセンティブが残り続けてしまうのです。

そこが、偽装の再発防止が不可能といわれるゆえんです。

収束の見込みはあるのか？

　国土交通省は９月以降、記者会見を開いたり相談窓口の設置や金融機関へのセーフティネット金融支援策の要請など、対症療法的に対応のポーズは見せていますが、現状のままでの中途半端な引き伸ばし策や責任忌避の態度では事態を悪化させ被害を拡大していくことは必至です。混乱や経済への影響が声高に言われはじめる前に迅速な対応が臨まれます。また、建設関連の業界団体や建築士会などの提言にも素直に耳を貸すと同時に、これら業界団体も無効化で無責任な批判を繰り返すだけでなく、硬直化してしまっている国土交通省に対して融和的な解決策、現場の実態に即した変更策を作成し、改正の大儀は維持しながら制度の枠組みを壊さず、効果的な改正基準法の改正策を緊急に提言するべき事態だと考えられます。

改正基準法の何がまちがっているのか

　改正基準法の間違いの原因は、建設生産の実情に適合していない。ということにつきます。法改正前の確認申請のシステムであっても、確認申請時の設計書類や構造計算書類にもとづき施行段階で材料選定や現場での工事調整などおいては変更手続きをきちんと取ることによって正しく問題なく建設行為はおこなわれてきていました。

今回の手続き厳格化によって偽装や詐欺的行為が真に防止され、建設生産が滞りなくおこなわれていくのあれば、建設着工数の激減といったような経済的な失敗はなかったでしょう。では、なぜこのような混乱を引き起こしてしまったのか、

　それは、改正基準法の骨子が現場の状況、建築生産のシステムにまったくといっていいほど、適合していないからなのです。今回の改正基準法の運用方針は、提出した書類の改善、改良を認めない、変更や間違いに対する硬直化した対応を審査機関に求めている、その審査機関の間違いや解釈の違いまでも罰することを可能にするような拡大解釈を可能にしている。そういった拡大解釈が予想されるため、各民間企業がリスク回避をこなってしまったのが原因です。

　建設生産の仕組みは、計画、検証、決定、実行、次のレベルへの計画、検証、決定、実行、・・という技術的検証と生産現場での実行の繰り返しのプロセスによって完成まで導く生産行為です。一般の耐久消費材のような、生産工場で普遍的な生産をおこなうのなく、立地条件、利用要望、法的条件、生産コスト、実行可能性などといった与件が毎回異なる生産条件に合わせ、気候や流通業界事情、社会政策方針などによっても即時的対応が望まれ、完成に至るまでは常に予想と検証を漸進的に恒常的におこない続けるという意味で、おおぜいの乗り組み員たちと共に建設主の求める要求の満足という目標に向かって進む、航海にも似た行為です。しかも、完成後引渡し後もその使命を終えるまでメンテナンス等々にも携わり続けるという意味で、今回の改正基準法の厳格化が求めているような、事前に従前に完成建築物の詳細に渡るすべてを書類に書き落とすという要求は、結果としてその完成建築部の最終目標との些細なずれや、途中で発生する可能性のある見えない与件、例えば地中埋設物や建築主からの要望変更、気候変動、現場誤差、現場進行中の人為的エラー、などを、完全なかたちであらかじめ予想することなど不可能です。そのため改正基準法の運用が国土交通省のおもわくどおりに浸透もしないし実行することもできないのです。

改正基準法の改正は可能か？

現在、改正基準法の問題と混乱が徐々に周知の事実になるに従い、施行した国土交通省サイドもその責を問われることを恐れるあまり、益々硬直化した反応や付け焼刃的な対応に終始しており、このままでは決定権をもった国土交通省内部の人事にまで影響がおよぶため必死の抵抗策や対応策を模索しているというのが実情だと思われます。

このような時期に、部外者的な日和見やニヒリズムに陥った批判などはまったく無効です。現在の改正基準法の枠組みや設置されてしまった各関係機関、外郭団体の存在や適合性判定機関の存在を認めないかたちでの批判はやめ、それらの制度的枠組を有効に機能させるための、改正基準法の改正案を提言する必要があるのです。

最後に

　改正基準法設置の大義名分である、偽装や詐欺的行為を有効に予防し、建設産業の持続的発展を即し、欠陥住宅に意表されるような悪意的建設供給者を殲滅可能な具体的運用方針について、多くの有識者や関係者、また全国から寄せられた建設関連従事者、建設技術者の方々、有為の士からの声をもとに改正案をとりまとめることにご協力ください。

　これらの提言が有効に活かされることを祈念し、本稿が我国の益々の発展に寄与することを願っています。

すまいづくりの総合サイト

建築Web.com

